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匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会 

会
議
録 

 

一
、 
日
時 

平
成
二
十
四
年
二
月
十
六
日 

午
後
一
時
十
五
分 

 

一
、 

場
所 

匝
瑳
市
役
所
議
会
棟
二
階
第
三
委
員
会
室 

委
員
定
数 

被
保
険
者
代
表
五
名
、
保
険
医
代
表
五
名
、
公
益
代
表
五
名 

（
出
席
委
員
） 
林
眞
示
、
布
施
保
、
伊
東
秀
子
、
大
木
勉
、
鈴
木
琢
雄
、
檜
垣
進
、
椎
名
栄
次
、 

江
波
戸
義
治
、
及
川
和
俊
、
古
谷
宣
夫
、
向
後
英
夫
、
小
川
嘉
幸 

 

（
欠
席
委
員
） 

押
尾
悦
子
、
石
毛
則
男
、
大
木
素
明
、 

 

（
市
側
出
席
者
）
市
長
（
太
田
安
規
）、
市
民
課
長
（
平
山
新
治
）、
税
務
課
長
（
島
田
省
悟
）
、 

健
康
管
理
課
長
（
椿
隆
夫
）、
市
民
課
副
主
幹
（
塚
本
貢
市)

、
同
主
査(

近
藤
忠
良
） 

 

議
事
及
び
概
要 

  

感
謝
状
伝
達 

 
 

千
葉
県
国
民
健
康
保
険
等
功
労
者
表
彰 

 
 

 

千
葉
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
理
事
長
感
謝
状 

 

諮
問
事
項 

 
 

ア 

平
成
二
十
四
年
度
匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
（
案
）
に
つ
い
て 

 
 

イ 

一
部
負
担
金
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
制
度
の
規
則
改
正
及
び
要
綱
制
定
（
案
）
に
つ
い
て 

 
 

ウ 

匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
事
業
財
政
健
全
化
計
画
（
見
直
し
計
画
）
（
案
）
に
つ
い
て 

 

そ
の
他 

 
 

ア 

平
成
二
十
四
年
度
国
民
健
康
保
険
制
度
の
改
正
に
つ
い
て 

 
 

イ 

そ
の
他 

  
 

 
 

開
会
（
午
後
一
時
十
五
分
） 

 

事
務
局
（
副
主
幹
） 

 
 
 

委
員
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
大
変
お
忙
し
い
中
ご
出
席
い
た
だ
き

ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
い
ま
か
ら
、
平
成
二
十
三
年
度

匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
を
開
催
し
ま
す
。
開
催
に
当
た
り
ま
し
て

市
長
よ
り
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

太
田
市
長 

 
 
 
 
 
 
 

皆
様
、
ご
苦
労
さ
ま
で
す
。
大
変
お
忙
し
い
中
、
ま
た
、
天
候
が
悪
い
中
、

ご
出
席
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
日
頃
か
ら 
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国
保
運
営
を
始
め
、
市
政
全
般
に
わ
た
り
ま
し
て
、
ご
指
導
、
ご
協
力
を
頂
い

て
お
り
ま
す
こ
と
に
、
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

さ
て
、
前
回
の
協
議
会
で
話
題
と
な
っ
た
、
懸
案
事
項
と
な
っ
て
い
ま
し
た

国
保
税
率
の
改
正
で
す
が
、
平
成
二
十
四
年
度
課
税
分
に
つ
き
ま
し
て
は
新
た

な
改
正
は
見
送
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

理
由
と
し
て
は
三
つ
ご
ざ
い
ま
す
。
一
つ
目
は
平
成
二
十
一
年
度
の
改
正
で

既
に
税
率
の
改
定
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
二
つ
目
は
東
日
本
大
震
災
で
市

民
生
活
に
影
響
が
出
た
こ
と
、
三
つ
目
は
平
成
二
十
二
年
度
の
決
算
で
約
一
億

六
千
万
円
の
余
剰
金
が
で
た
、
ま
た
、
二
十
三
年
度
も
見
込
ま
れ
る
こ
と
。 

こ
の
よ
う
な
中
、
二
十
四
年
度
の
当
初
予
算
は
、
既
に
決
ま
っ
て
い
る
税
率

改
定
に
併
せ
ま
し
て
一
般
会
計
か
ら
二
億
五
千
万
円
の
繰
出
し
に
よ
っ
て
編
成

が
で
き
る
見
通
し
に
な
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

し
が
し
な
が
ら
、
二
十
五
年
度
を
申
し
上
げ
る
の
は
先
走
っ
た
こ
と
で
す
が
、

状
況
と
し
て
は
収
支
の
赤
字
は
拡
大
す
る
の
は
明
ら
か
で
す
。
二
十
四
年
度

早
々
に
は
税
率
の
改
正
の
検
討
を
行
わ
な
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
際

に
は
皆
様
に
ご
協
議
を
賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

本
日
は
三
件
の
案
件
を
諮
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
委
員
の
皆
様
に
は

慎
重
審
議
を
お
願
い
す
る
と
同
時
に
、
今
後
の
国
保
運
営
に
ご
協
力
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

事
務
局
（
副
主
幹
） 

 
 
 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
早
速
で
す
が
、
こ
こ
で
、
感
謝
状
の
伝
達
を

行
い
ま
す
。
平
成
二
十
三
年
度
千
葉
県
国
民
健
康
保
険
等
功
労
者
表
彰
に
於
き

ま
し
て
、
当
運
営
協
議
会
委
員
五
名
が
、
千
葉
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

理
事
長
か
ら
感
謝
状
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
海
匝
支
部
長
太
田
市
長
に
授
与
を

託
さ
れ
ま
し
た
。 

 

（
表
彰
者
） 

 
 

向
後
英
夫
会
長
、
小
川
嘉
幸
会
長
代
理
、
椎
名
栄
次
委
員
、
江
波
戸
義
治
委
員
、 

及
川
和
俊
委
員 

  

事
務
局
（
副
主
幹
） 

 
 
 

で
は
、
本
日
の
議
題
に
入
ら
せ
て
頂
く
前
に
、
配
布
資
料
の
確
認
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
事
前
に
お
配
り
し
て
あ
り
ま
す
資
料
は
会
議
次
第
、「
平
成
二
十

四
年
度
匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
（
案
）
に
つ
い
て
」
、「
一
部
負

担
金
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
制
度
の
規
則
改
正
及
び
要
綱
制
定(

案)

に
つ
い

て
」、
「
匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
事
業
財
政
健
全
化
計
画
（
見
直
し
計
画
）（
案
）

に
つ
い
て
」、「
平
成
二
十
四
年
度
国
民
健
康
保
険
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
」
で

あ
り
ま
す
。 
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次
に
本
日
お
配
り
し
た
資
料
は
、
座
席
表
、
平
成
二
十
三
年
度
特
定
健
診
等
実 

施
状
況
、
一
部
負
担
金
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
制
度
に
つ
い
て
、
健
全
化
計
画
の 

説
明
資
料（
国
民
健
康
保
険
事
業
財
政
健
全
化
計
画
財
政
収
支
見
通
し[

再
推
計
比 

較
表]

）
、
厚
生
労
働
省
の
広
報
用
資
料
（
高
額
の
外
来
を
受
診
さ
れ
る
皆
様
へ
、 

医
療
機
関
を
受
診
さ
れ
た
被
災
者
の
方
々
へ
）、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
ち
ば 

広
域
連
合
だ
よ
り
、
以
上
配
布
漏
れ
等
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。 

そ
れ
で
は
議
事
に
入
ら
せ
て
頂
き
ま
す
が
、
匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
条
例
施
行 

規
則
第
六
条
に
よ
り
ま
し
て
、
会
長
が
議
長
を
務
め
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す 

の
で
、
向
後
会
長
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 

 
 

委
員
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ご
多
忙
の
と
こ
ろ
お
集
ま
り
頂
き
、
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
規
則
に
よ
り
ま
し
て
、
議
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
議

事
進
行
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
日
の
出
席
委
員
数
は
、
十
二
名
で
過
半
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
会
議
は

成
立
い
た
し
ま
し
た
。 

議
事
録
署
名
人
の
選
出
で
す
が
、
今
回
は
被
保
険
者
代
表
の
布
施
保
委
員
、
公

益
代
表
の
及
川
和
俊
委
員
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
れ
で
は
、
諮
問
事
項
、「
平
成
二
十
四
年
度
匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

予
算
（
案
）
に
つ
い
て
」
事
務
局
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 

事
務
局
（
市
民
課
長
） 

 

そ
れ
で
は
、
平
成
二
十
四
年
度
匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
（
案
）

に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
内
容
説
明
） 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 
 

 

事
務
局
の
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。
質
疑
に
入
り
ま
す
。
質
疑
を
許
し
ま
す
。

何
か
ご
ざ
い
ま
す
か
。 

 

（
委
員
挙
手
） 

 

委
員 

 
 
 
 
 

 
 

平
成
二
十
四
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
の
歳
入
、
国
保
税
が
前
年
比 

較
で
一
億
円
増
加
し
て
い
る
の
は
、
税
率
改
正
に
よ
る
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
の

か
。
資
産
割
は
減
ら
し
た
の
か
。
改
正
前
と
改
正
後
の
応
能
、
応
益
の
割
合
は
ど

う
な
る
の
か
。 

そ
れ
か
ら
、
徴
収
率
を
上
げ
る
た
め
に
、
大
変
ご
努
力
を
し
た
と
言
わ
れ
ま
し

た
が
、
予
算
の
中
の
医
療
給
付
費
滞
納
繰
越
分
、
五
億
四
千
一
百
万
円
、
平
成
二 
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十
二
年
度
分
は
六
億
八
千
万
円
か
ら
、
だ
い
ぶ
繰
越
滞
納
が
減
っ
て
い
る
、
何
か

徴
収
対
策
を
変
え
て
滞
納
繰
越
金
が
減
っ
た
の
か
聞
き
た
い
。
二
、
三
日
前
の
新

聞
に
、
全
国
で
国
保
税
の
滞
納
す
る
人
が
減
っ
て
き
た
と
出
て
い
た
。
全
国
の
徴

収
率
は
平
均
八
十
八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
予
算
の
八
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
は
近
隣
の

徴
収
率
と
比
べ
ど
う
な
の
か
。 

最
後
に
、
平
成
二
十
四
年
度
特
別
繰
入
金
二
億
五
千
万
円
、
平
成
二
十
三
年
度

一
億
円
以
上
の
剰
余
金
が
生
じ
る
と
聞
い
た
気
が
す
る
、
こ
の
様
な
中
、
一
般
会

計
か
ら
繰
入
を
や
ら
な
い
と
予
算
計
上
で
き
な
い
も
の
か
、
平
成
二
十
三
年
度
は

剰
余
金
を
見
込
ん
で
な
い
の
か
。 

 
 

事
務
局
（
税
務
課
長
） 

 

ご
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
。
応
能
、
応
益
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十

三
年
度
分
が
応
能
六
十
三
％
、
応
益
三
十
四
％
、
平
成
二
十
四
年
度
の
予
算
段
階

で
応
能
が
六
十
％
、
応
益
が
四
十
％
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
滞
納
の
収
納
率
で
す
が
、今
年
度
、
収
納
対
策
の
目
玉
と
し
ま
し
て
、

差
押
え
の
強
化
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
平
成
二
十
二
年
度
百
九
十
五
件
、
現
在
、

年
度
途
中
で
二
百
九
十
五
件
で
す
か
ら
百
件
程
増
加
し
て
い
ま
す
。
こ
の
差
押
え

に
よ
る
納
入
状
況
で
す
が
、
今
年
度
、
差
押
え
し
た
も
の
を
換
価
す
る
、
競
売
に

よ
る
も
の
と
、
差
押
さ
え
し
た
後
に
納
税
し
て
い
た
だ
い
た
額
を
合
わ
せ
ま
す
と

六
千
四
百
万
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
年
度
は
五
千
八
百
万
円
で
す
の
で
収
納
額
も

六
百
万
円
の
増
と
な
り
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
徴
収
率
、
匝
瑳
市
は
八
十
八
％
を
予
算
で
使
用
し
て
い
ま
す
。
近
隣

と
の
比
較
で
す
が
、
平
成
二
十
二
年
度
実
績
で
は
、
匝
瑳
市
が
現
年
度
課
税
分
、

八
十
七
・
一
二
％
、
旭
市
が
八
十
六
・
七
二
％
、
銚
子
市
が
八
十
三
・
七
一
％
、

香
取
市
が
八
十
六
・
六
三
％
、
山
武
市
が
八
十
・
三
八
％
、
近
隣
の
平
均
が
八
十

四
・
九
一
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

近
隣
と
比
較
し
ま
す
と
匝
瑳
市
が
若
干
優
位
か
な
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
県

下
全
体
の
平
均
と
比
較
し
ま
す
と
達
し
て
い
ま
せ
ん
。
県
下
平
均
の
徴
収
率
に
達 

す
る
よ
う
に
努
力
い
た
し
ま
す
。 

  

事
務
局
（
市
民
課
長
） 

 

ご
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
。
二
億
五
千
万
円
の
繰
入
金
で
す
が
、
実
際
に
は
健

全
化
計
画
で
の
ご
説
明
に
な
り
ま
す
が
、
歳
入
に
比
べ
て
歳
出
の
伸
び
が
大
き
い

の
で
毎
年
、
年
ご
と
に
実
質
の
赤
字
が
増
え
て
い
る
傾
向
で
す
。 

歳
入
を
単
年
度
で
は
な
く
健
全
化
計
画
の
今
後
の
二
年
間
を
見
込
ん
だ
中
で 

剰
余
金
を
翌
年
度
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
な
が
ら
安
定
的
な
運
営
を
目
指
す
考
え
で

進
め
て
い
ま
す
。 

多
少
の
剰
余
金
を
逆
に
見
込
み
な
が
ら
、
単
年
度
浮
き
沈
み
の
な
い
会
計
で
、
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安
定
的
な
運
営
を
目
指
す
た
め
、
繰
入
れ
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。 

 

委
員 

 
 
 
 
 
 

 
 

分
か
り
ま
し
た
。
税
務
課
が
ご
努
力
し
た
の
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も

徴
収
率
を
上
げ
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。
あ
る
程
度
差
押
え
し
て
も
し
か
た
が

な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 
 

 
他
に
あ
り
ま
す
か
。
一
つ
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
支
出
、
八
款
の
保
健
事
業
、
予

算
が
前
年
度
よ
り
少
し
、
若
干
下
が
っ
て
い
る
。
特
定
健
診
の
拡
大
、
普
及
を
進

め
て
い
る
中
で
下
が
っ
た
理
由
は
あ
る
か
。
健
診
率
が
下
が
っ
た
の
か
。 

 

事
務
局
（
市
民
課
長
） 

 

支
出
の
八
款
、
保
健
事
業
費
の
額
が
下
が
っ
た
要
因
と
し
て
は
、
大
き
な
も
の

は
特
定
健
診
事
業
で
ご
ざ
い
ま
す
。
平
成
二
十
年
か
ら
二
十
四
年
度
ま
で
の
五
か

年
に
つ
き
ま
し
て
特
定
健
診
の
計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す
。
国
が
示
し
た
受
診
率

六
十
五
％
が
目
標
で
す
が
、
実
際
の
実
績
は
三
十
数
％
で
ご
ざ
い
ま
す
。
予
算
を

実
績
に
応
じ
て
計
上
し
て
い
る
た
め
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
ま
し
た
。
平
成
二
十
年
度

か
ら
平
成
二
十
三
年
度
の
間
の
受
診
率
は
微
減
と
な
り
、
ど
こ
か
で
向
上
策
を
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
予
算
の
計
上
は
実
績
に
基
づ
い
て

い
ま
す
の
で
、
過
不
足
が
生
じ
た
場
合
に
は
補
正
等
で
対
応
し
ま
す
。 

 

（
委
員
挙
手
） 

 

委
員 

 
 
 
 
 

 
 

ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
は
ど
う
な
る
か
。
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
に
達
成
で
き
な
け
れ
ば

減
ら
さ
れ
る
。 

 

事
務
局
（
市
民
課
長
） 

平
成
二
十
年
度
の
医
療
制
度
の
改
正
の
な
か
で
国
保
側
か
ら
後
期
高
齢
者
に
送
る

側
で
目
標
が
達
成
で
き
な
け
れ
ば
、
最
大
で
十
％
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
課
せ
ら
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
は
国
の
方
向
性
が
曖
昧
で
、
明
確
な
通
知
や
指
示
が
あ

り
ま
せ
ん
。
本
来
な
ら
ば
内
容
が
確
立
す
べ
き
時
期
に
大
震
災
が
起
こ
り
、
制
度
改

正
を
含
め
て
ほ
と
ん
ど
止
ま
っ
た
状
態
で
す
。
新
た
な
制
度
、
特
に
後
期
高
齢
者
制

度
の
廃
止
な
ど
、
見
え
な
い
状
況
で
す
。
匝
瑳
市
国
保
の
受
診
率
は
、
平
均
を
少
々

上
回
っ
て
い
る
の
で
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
は
免
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
国
が
示
し
た
六

十
五
％
は
、
ほ
と
ん
ど
の
保
険
者
が
達
成
し
て
い
ま
せ
ん
。 

 

事
務
局
（
健
康
管
理
課
長
）
県
内
の
受
診
率
は
、
平
成
二
十
二
年
度
で
は
県
内
平
均
は
三
十
四
・
八
％
で
す
。

一
番
受
診
率
の
高
い
団
体
は
、
東
庄
町
で
四
十
九
・
四
％
、
一
番
低
い
の
は
勝
浦
市

で
十
八
・
八
％
で
す
。
県
内
で
目
標
に
達
し
て
い
る
団
体
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
民
健

康
保
険
で
は
六
十
五
％
の
目
標
値
と
な
っ
て
お
り
、
健
保
共
済
で
は
八
十
％
、
社
会 
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保
険
等
で
は
七
十
％
が
そ
れ
ぞ
れ
課
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 
 
 

他
に
ご
ざ
い
ま
す
か
。 

質
疑
が
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
諮
問
事
項
「
平
成
二
十

四
年
度
匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
（
案
）
に
つ
い
て
」
の
質
疑
を
打

ち
切
る
こ
と
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 

（
異
議
な
し
の
声
） 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 
 
 

ご
異
議
な
し
と
認
め
質
疑
を
打
ち
切
り
ま
す
。 

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。
平
成
二
十
四
年
度
匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
予
算
（
案
）
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
る
方
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

 

（
全
員
挙
手
） 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 

 
 

賛
成
全
員
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
諮
問
事
項
「
平
成
二
十
四
年
度
匝
瑳
市
国

民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
（
案
）
に
つ
い
て
」
は
原
案
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま

し
た
。 

続
き
ま
し
て
、
諮
問
事
項
、「
一
部
負
担
金
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
制
度
の
規
則

改
正
及
び
要
綱
制
定
（
案
）
に
つ
い
て
」
事
務
局
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 

事
務
局
（
市
民
課
長
） 

 

（
内
容
説
明
） 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 

 
 

事
務
局
の
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。
質
疑
に
入
り
ま
す
。
質
疑
を
許
し
ま
す
。

何
か
ご
ざ
い
ま
す
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 

 
 

私
か
ら
一
つ
、
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
ど
の
程
度
該
当
者
が
あ
る
か
、
予
測
は

あ
り
ま
す
か
。 

 

事
務
局
（
市
民
課
長
） 

 

大
変
、
予
測
は
難
し
い
で
す
が
、
県
内
で
は
半
数
の
団
体
が
従
来
の
基
準
で
制

定
し
て
お
り
、
新
た
な
基
準
が
示
さ
れ
て
か
ら
半
数
の
団
体
が
制
定
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
従
来
の
基
準
の
団
体
で
の
事
例
で
は
、
県
内
で
は
年
に
四
件
程
出
て

い
る
よ
う
で
す
。
昨
年
度
に
制
定
し
た
銚
子
、
旭
市
で
は
、
現
時
点
で
は
該
当
者

が
い
ま
せ
ん
。 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 
 
 

他
に
ご
ざ
い
ま
す
か
。 

質
疑
が
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
諮
問
事
項
「
一
部
負
担
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金
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
制
度
の
規
則
改
正
及
び
要
綱
制
定
（
案
）
に
つ
い
て
」 

の
質
疑
を
打
ち
切
る
こ
と
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 

（
異
議
な
し
の
声
） 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 
 
 

ご
異
議
な
し
と
認
め
質
疑
を
打
ち
切
り
ま
す
。 

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。「
一
部
負
担
金
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
制
度
の
規

則
改
正
及
び
要
綱
制
定
（
案
）
に
つ
い
て
」
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
る
方
の
挙
手
を

求
め
ま
す
。 

 

（
全
員
挙
手
） 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 
 

 

賛
成
全
員
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
諮
問
事
項
「
一
部
負
担
金
の
減
免
及
び
徴

収
猶
予
制
度
の
規
則
改
正
及
び
要
綱
制
定
（
案
）
に
つ
い
て
」
は
原
案
の
と
お
り

承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 
 

 
 

続
き
ま
し
て
「
匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
事
業
財
政
健
全
化
計
画
（
見
直
し
計

画
）（
案
）
に
つ
い
て
」
事
務
局
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 

事
務
局
（
副
主
幹
） 

 
 

（
内
容
説
明
） 

 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 
 

 

事
務
局
の
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。
た
だ
い
ま
の
説
明
に
つ
い
て
、
何
か
ご
意

見
、
ご
質
問
等
あ
り
ま
し
た
ら
お
願
い
し
ま
す
。
何
か
質
問
あ
り
ま
す
か
。 

 

（
委
員
挙
手
） 

 

委
員 

 
 
 
 
 
 
 
 

税
の
改
正
は
、
平
成
二
十
四
年
度
に
改
正
す
る
方
向
に
考
え
て
い
る
の
か
。 

 

事
務
局
（
副
主
幹
） 

 
 

策
定
委
員
会
の
中
で
先
ほ
ど
の
財
政
見
通
し
、
こ
れ
は
部
会
で
作
成
し
た
も
の

で
す
が
拡
大
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
行
革
で
の
計
画
が
あ
り
ま
し
て
こ

れ
が
年
間
で
だ
い
ぶ
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
国
保
で
は
圧
縮
を
し
て
行
き
た

い
、
具
体
的
に
は
数
字
や
率
と
か
申
し
上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
税
改
正
に

つ
い
て
は
検
討
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
ご
理
解
を
お
願
い
し
た
い
。 

 

委
員 

 
 
 
 
 

 
 

 

近
隣
の
状
況
は
ど
う
か
。
毎
年
、
税
率
を
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
市

民
の
理
解
は
難
し
い
と
思
う
。
今
ま
で
の
よ
う
に
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
を
す

れ
ば
、
改
正
を
し
な
い
で
す
む
よ
う
な
気
が
す
る
。 
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事
務
局
（
市
民
課
長
） 

 

近
隣
の
状
況
で
す
が
、
銚
子
市
は
三
月
の
定
例
議
会
で
国
保
料
の
改
正
を
提
案

す
る
予
定
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
新
年
度
か
ら
料
率
が
上
が
る
見
込
み
で
す
。 

旭
市
は
、
平
成
二
十
三
年
度
三
月
、
議
会
に
改
正
を
提
案
し
て
い
ま
し
た
が
、

議
会
中
に
震
災
が
発
生
し
た
た
め
取
り
下
げ
ま
し
た
。
そ
の
ま
ま
、
当
年
度
は
一

般
会
計
か
ら
繰
入
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
平
成
二
十
三
年
度
議
会
で
次
年
度
二
十

四
年
度
に
お
い
て
は
税
率
改
正
を
行
わ
ず
、
一
般
会
計
か
ら
基
金
を
含
め
て
七
億

円
の
繰
入
れ
を
す
る
と
の
こ
と
で
す
。
横
芝
光
町
、
現
在
の
状
況
は
確
認
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
以
前
は
改
正
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
。 

 

委
員 

 
 
 
 
 

 
 

 

税
率
改
正
は
大
変
難
し
い
と
思
う
。
今
、
税
と
料
の
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
料

に
見
直
し
た
場
合
、
財
政
的
な
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
の
か
。
料
に
な
る
と
人
員
の
確

保
と
か
問
題
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
。 

 

事
務
局
（
税
務
課
長
） 

 

国
民
健
康
保
険
税
の
検
討
の
問
題
で
す
が
、
前
々
か
ら
、
銚
子
市
、
旭
市
、
山

武
市
で
の
国
民
健
康
保
険
税
、
料
を
調
査
し
て
い
ま
す
、
ど
ち
ら
で
臨
む
べ
き
か

考
え
方
を
調
査
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ど
の
市
も
毎
年
税
率
を
検
討
す
る
と
い
う
の

が
大
多
数
の
意
見
で
し
た
。
最
終
的
に
引
き
上
げ
す
る
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
と

し
て
、
こ
れ
だ
け
給
付
が
増
え
た
り
、
税
収
が
落
ち
込
ん
だ
り
と
か
は
近
隣
も
同

じ
で
す
か
ら
、
内
部
で
検
討
す
る
と
い
う
意
見
で
し
た
。 

そ
の
後
の
問
題
、
運
営
協
議
会
に
諮
問
す
る
、
議
会
に
提
案
す
る
こ
と
は
、
別

の
問
題
と
捉
え
る
。 

従
い
ま
し
て
、
匝
瑳
市
で
も
内
部
の
検
討
委
員
会
が
あ
り
ま
す
の
で
、
十
分
に

検
討
を
す
る
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
そ
の
結
果
に
基
づ
き
ま
し
て
、
運
営
協
議

会
に
審
議
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
が
今
後
、
毎
年
続
く
可
能

性
が
あ
る
こ
と
に
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
、
料
に
変
更
す
る
メ
リ
ッ
ト
で
一
番
大
き
い
の
は
、
徴
収
の
関
係
で

私
人
へ
の
委
託
、
料
で
す
と
緩
や
か
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

多
く
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
銚
子
市
も
何
年
か
前
に
料
に
切
り
替
え
ま
し
た
。

匝
瑳
市
で
も
こ
れ
を
検
討
し
ま
し
て
、
料
に
移
行
す
る
こ
と
は
、
保
険
制
度
の
観

点
か
ら
す
れ
ば
本
質
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
匝
瑳
市
の
規
模
か
ら
す
れ
ば
、
新
た
な

組
織
に
し
た
場
合
、
人
員
増
加
が
あ
る
か
ど
う
か
見
極
め
た
う
え
で
判
断
す
べ
き

と
考
え
ま
す
。
今
後
、
事
務
改
善
委
員
会
で
再
度
検
討
し
て
、
最
終
的
な
結
論
を

出
し
て
方
向
性
を
出
し
た
い
。 

 

委
員 
 
 
 
 
 
 
 
 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
ど
う
な
る
か
、
変
更
に
は
費
用
が
か
か
る
の
か 
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事
務
局
（
市
民
課
長
） 

 

税
か
ら
料
に
し
た
場
合
、
既
存
の
電
算
、
納
税
通
知
書
類
は
全
て
変
わ
り
ま
す 

の
で
使
え
な
く
な
り
ま
す
。
過
渡
期
に
は
事
務
的
な
労
力
が
増
え
る
と
し
て
も
、

総
合
的
に
ど
ち
ら
が
匝
瑳
市
と
し
て
有
効
に
な
る
か
、
判
断
が
こ
れ
か
ら
必
要
に

な
る
と
思
い
ま
す
。 

 

委
員 

 
 
 
 
 

 
 

 

負
担
の
公
平
か
ら
言
う
と
税
は
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
出
来

高
払
い
を
維
持
し
て
い
く
に
は
、
国
で
は
将
来
ど
う
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
に
税
金
で
集
め
て
、
医
療
費
を
無
料
と
し
な
け
れ
ば
、
一

般
会
計
が
食
い
込
ま
れ
て
は
、
市
は
何
も
出
来
な
く
な
る
。
全
国
の
団
体
が
一
般

会
計
か
ら
繰
入
れ
を
し
て
い
る
、
若
い
人
が
少
な
く
、
年
寄
り
が
多
い
地
方
で
は

潰
れ
て
し
ま
う
。 

 

事
務
局
（
市
民
課
長
） 

 

国
で
は
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
と
し
て
審
議
さ
れ
て
い
る
中
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
は
廃
止
の
方
向
で
、
前
々
年
に
は
進
ん
で
い
た
け
れ
ど
も
、
震
災
の

影
響
等
で
審
議
が
止
ま
っ
て
い
ま
す
。 

廃
止
さ
れ
た
場
合
に
は
、
後
期
高
齢
者
の
う
ち
旧
国
保
該
当
者
、
社
会
保
険
加

入
者
を
除
い
た
人
は
、
国
保
に
戻
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
後
、
国
保
は
都

道
府
県
単
位
に
引
継
が
れ
る
。
た
だ
し
、
現
在
、
赤
字
の
国
保
団
体
が
増
え
て
い

ま
す
の
で
知
事
会
で
理
解
が
得
ら
れ
ず
、
こ
れ
は
暗
礁
に
乗
り
上
げ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
震
災
の
影
響
も
あ
り
、
国
の
審
議
も
な
か
な
か
は
か
ど
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

従
っ
て
、
市
町
村
国
保
は
、
や
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
代
と
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。 

 

委
員 

 
 
 
 
 

 
 

 

道
州
制
の
考
え
で
、
先
ず
県
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
で
き
た
の
に
、
元
に

戻
っ
て
来
て
は
大
変
で
あ
る
。
地
方
で
は
、
や
り
よ
う
が
な
い
。 

国
に
は
五
年
、
十
年
先
の
見
通
し
を
示
し
て
も
ら
い
た
い
。
ま
た
、
市
に
は
国

へ
の
要
望
を
ど
ん
ど
ん
出
し
て
も
ら
い
た
い
。 

 

太
田
市
長 

 
 
 
 
 
 

委
員
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
私
ど
も
も
事
あ
る
ご
と
に
、
国
庫
支
出
金
の
増

額
を
陳
情
、
要
望
し
て
い
ま
す
。
県
・
全
国
の
市
長
会
で
も
強
く
要
望
し
て
い
ま

す
が
、
な
か
な
か
叶
わ
な
い
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。
引
き
続
き
機
会
を
捉
え
て
声

を
大
に
し
て
陳
情
、
要
望
を
し
て
い
き
た
い
。 

 

委
員 

 
 
 
 
 

 
 

 

市
単
独
で
は
な
く
、
全
国
的
に
訴
え
な
い
と
流
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
団
体

の
要
望
も
あ
る
こ
と
も
お
願
い
し
た
い
。 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 

 
 

も
う
一
つ
お
聞
き
し
た
い
。
収
納
率
の
向
上
策
の
な
か
で
、
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
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が
で
き
る
体
制
が
で
き
た
と
あ
り
ま
し
た
。
現
在
の
納
付
通
知
書
の
印
字
は
金
額

以
外
、
ど
う
も
見
に
く
い
気
が
す
る
。
印
字
の
色
は
ど
う
な
り
ま
す
か 

 

事
務
局
（
税
務
課
長
） 

 

納
税
通
知
書
の
印
字
の
色
は
、
基
本
的
に
は
大
き
く
変
わ
り
ま
せ
ん
。
ご
理
解

を
い
た
だ
き
た
い
。 

 

事
務
局
（
市
民
課
長
） 

 
 

納
付
書
は
デ
ー
タ
を
機
械
で
読
取
る
た
め
、
あ
の
色
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
年
度
を
区
別
す
る
た
め
に
印
字
の
色
を
変
え
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め

見
に
く
い
と
感
じ
る
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

太
田
市
長 

 
 
 
 
 
 

（
退
席
） 

 
 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 

 
 

ほ
か
に
ご
ざ
い
ま
す
か
。
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
他
に
ご
意
見
が
無
い
よ
う
で
す

の
で
、
諮
問
事
項
「
匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
事
業
財
政
健
全
化
計
画
（
平
成
二
十

三
年
度
見
直
し
計
画
）（
案
）
に
つ
い
て
」
の
質
疑
を
打
ち
切
る
こ
と
に
ご
異
議
ご

ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 

（
異
議
な
し
の
声
） 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 
 
 

ご
異
議
な
し
と
認
め
質
疑
を
打
ち
切
り
ま
す
。 

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。
諮
問
事
項
「
匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
事
業
財
政

健
全
化
計
画
（
平
成
二
十
三
年
度
見
直
し
計
画
）（
案
）
に
つ
い
て
」
承
認
さ
れ
る

方
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

 

（
全
員
挙
手
） 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 

 
 

賛
成
全
員
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
諮
問
事
項
「
匝
瑳
市
国
民
健
康
保
険
事
業

財
政
健
全
化
計
画
（
平
成
二
十
三
年
度
見
直
し
計
画
）（
案
）
に
つ
い
て
」
は
原
案

の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 
 

 

続
き
ま
し
て
、
そ
の
他
「
平
成
二
十
四
年
度
国
民
健
康
保
険
制
度
の
改
正
に
つ

い
て
」
事
務
局
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 

事
務
局
（
副
主
幹
） 

 
 

（
内
容
説
明
） 

 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 

 
 

事
務
局
の
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。
た
だ
い
ま
の
説
明
に
つ
い
て
、
何
か
ご
意

見
、
ご
質
問
等
あ
り
ま
し
た
ら
お
願
い
し
ま
す
。
な
に
か
質
問
あ
り
ま
す
か 
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（
意
見
な
し
） 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 
 
 

ご
意
見
が
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
事
務
局
か
ら
他
に
報
告
等
は
あ
り
ま
す
か
。 

 

事
務
局
（
健
康
管
理
課
長
）（
平
成
二
十
三
年
度
特
定
検
診
等
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
） 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 
 
 

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
委
員
の
皆
様
、
何
か
ご
ざ
い
ま
す
か
。 

 

（
意
見
な
し
） 

 

議
長
（
会
長
） 

 
 
 
 

ご
意
見
が
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
こ
れ
で
打
ち
切
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
日
の
議
事
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

皆
様
の
ご
協
力
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
日
は
、
大
変
お
忙
し
い
中
に
も
関
わ
ら
ず
ご
出
席
い
た
だ
き
、
ま
た
、
慎
重

審
議
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
改
め
ま
し
て
、
お
礼
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
て
、
こ
の
会
を
散
会
と
い
た
し
ま
す
。
本
日
は
、
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。 

  
 

 

閉
会
（
午
後
三
時
八
分
） 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

        


